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交通政策審議会第 12 回港湾分科会議事録 

 

 

１．開催日時   平成１６年１１月２６日（金） 

     開会 １３時３０分  閉会 １５時３０分 

 

２．開催場所   国土交通省（中央合同庁舎３号館）１１階特別会議室 

 

３．出席者氏名 

 

氏  名 役  職  名 

池渕 浩介  中部ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会会長 

木村 琢麿  千葉大学大学院助教授 

黒田 勝彦 神戸大学工学部教授 

坂井  淳 （社）全国漁港漁場協会会長 

佐藤 友美子 ｻﾝﾄﾘｰ株式会社不易流行研究所部長 

瀬田 信哉 （財）国立公園協会理事長 

東  惠子  東海大学短期大学部教授 

平野 祐司 （社）日本船主協会港湾物流委員会委員長 

森地 茂  政策研究大学院大学教授 

 

４．会議次第 

① 分科会長の選任について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

② 地震に強い港湾のあり方について・・・・・・・・・・・・・・・３ 

③ 環境部会の審議状況について・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

④ 港湾計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

・大 阪 港 （一部変更） 

・神 戸 港 （一部変更） 

・仙台塩釜港（一部変更） 

・直江津港 （一部変更） 

・常陸那珂港（一部変更） 

・長 崎 港 （一部変更） 

・石狩湾新港（一部変更） 
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５．議会経過 
 

開  会 
 

管理課長 

 ただいまから交通政策審議会第１２回港湾分科会を開催いたしたいと思いま

す。 

 最初に、港湾分科会に新たに２名の方がご就任されました。佐藤委員と山内

委員でございます。 

 本日は、１３名中９名の委員がご出席でございます。交通政策審議会令第８

条に規定されます定足数に達しておりますので、ご報告を申し上げます。 

 なお尾崎委員、黒川委員、白石委員、及び山内委員につきましては、所用の

ため欠席というご連絡をいただいております。また尾崎委員の欠席に伴いまし

て、社団法人国際港湾貨物流通協議会の川崎副会長に、本日はご出席をいただ

いております。 

 お手元の資料の確認をさせていただきます。資料は一番上に議事次第、２枚

目に港湾分科会の委員名簿、それから配席図、それから、資料１から９までと

じております。資料１の「地震に強い港湾のあり方について」の次に資料２、

これは資料２－１と資料２－２というふうに枝番になっております。それから

次に、資料３から資料９まで各港の港湾計画についての内容でございます。も

しなければお申し出をいただければと存じます。よろしゅうございますか。 

 

  

① 分科会長の選任について 

 

管理課長 

それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事に入らせていただきたいと

思います。現在、当分科会につきましては、分科会長は不在となっております。

交通政策審議会令第６条第３項によりまして、委員の皆様の中から分科会長を

互選していただくことになります。どなたかご推薦をいただければ、幸いに存

じます。 

 

委員 

 ご提案させていただきます。私は、黒田委員に分科会長をお引き受けいただ

くことが一番よいのではないかと考えております。黒田委員は交通工学、国土

計画の専門家であり、高い見識をお持ちでいらっしゃいますので適任であると
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存じます。ご推薦させていただきます。 

 

管理課長 

 今、委員から黒田委員を分科会長にというご発言がございました。ほかにご

発言がなければ、黒田委員に分科会長をお願いしたいと思いますが、よろしゅ

うございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

管理課長 

 ご異議がないようでございますので、黒田委員に分科会長をお願いいたした

いと存じます。 

 それでは、黒田分科会長にごあいさつをいただきまして、以後の議事の進行

をお願いしたいと思います。黒田委員、よろしくお願い申し上げます。 

 

分科会長 

 ただいま皆様方のご推挙によりまして分科会長を仰せつかりました、神戸大

学の黒田でございます。もとより私は浅学非才でございますので、この任に十

分たえ得るかどうか心配ではございますが、皆様のご協力を得まして、何とか

任期期間中の職務を果たしていきたいというふうに決意しておりますので、今

後ともどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

 ご承知のように、昨今の港湾あるいは海運を取り巻く情勢というのは、東ア

ジアを中心といたしまして、急激に環境を変えつつあります。その中で、この

分科会の日本の港湾政策に関連する審議は、極めて重要な事項だと認識してご

ざいます。委員各位におかれましても、大所高所からいろいろなご意見を賜り

まして、国の方向を誤らないようにご意見を賜りたい、いろんなご協力を賜り

たいということをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、私のあいさ

つにかえさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 なお、本分科会の会長の代理につきましては、交通工学分野の専門家でいら

っしゃいますし、また社会基盤整備に関連しましても深い造詣をお持ちの森地

委員に、引き続きお願い申したいと思います。森地先生、よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

② 地震に強い港湾のあり方について 

 

分科会長 
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 それでは、早速本日の議事を進めさせていただきたいと思います。まず、お

手元の議事次第によりますと②でございますが、「地震に強い港湾のあり方につ

いて」、これに関連しまして、事務局のほうから資料のご説明をお願いいたしま

す。 

 

災害対策室長 

 お手元の資料１でございます。まず表紙をめくっていただきまして、１ペー

ジをお願いいたします。 

 地震に強い港湾のあり方につきましては、当初の予定では、５月に諮問させ

ていただきまして、前回７月に素案審議をしていただき、今回、答申をさせて

いただくというスケジュールで進めてきたところでございますが、皆様、既に

ご承知のように、前回の分科会、７月を前後いたしまして６月以降、台風です

とか豪雨、それから地震によりまして、私どもの港湾施設も含めまして、土木

施設が大変大きな被害を受けているところでございます。 

 今回の答申は、地震というものを対象としているわけでございますけれども、

いろいろな災害によりまして港湾が被災したということで、今回の答申をいた

だく上でいろいろ参考とすべき事例が、多数ありました。スケジュールを少し

変更させていただきまして、次回の平成１７年３月に予定されています港湾分

科会で答申を頂く形で進めさせていただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、２ページ目でございます。今年発生いたしました災害の状況につ

きまして、簡単に説明させていただきたいと思います。 

 既にマスコミ等で報道されておりますように、今年につきましては、史上最

大という１０個の台風が本土に上陸し、沖縄も含めますと１２個の台風が、日

本に被害を及ぼしました。また先月ではございますけれども、新潟県の中越地

震がありましたし、そのほか地震も幾つか起きております。また、梅雨前線に

よります豪雨災害ということで、新潟・福島地方ですとか、福島県のほうでも

豪雨災害が発生しているところでございます。また、浅間山の噴火もあったか

と思います。 

 右のほうに、各災害におきます被害状況というのをまとめております。死者

行方不明者等を書いておりますけれども、港湾施設ということで見ますと、こ

の赤い字が港湾施設に被害があった災害でございます。台風１８号、２１号、

２３号といったものが、大変被害が大きくなっているかと思います。 

 ３ページでございますが、これが、今年発生いたしました港湾関係の被害状

況について説明したものでございます。港湾施設あるいは港湾局が所管してい

ます海岸保全施設につきましては、１１月１９日現在ですけれども、全国で約
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７００件、約５８０億円の被害報告が上がっております。これは国が補助する

災害復旧にかかる被害報告ということでございまして、例えば港湾にあります

民間企業の関係の施設被害ですとか、例えば物流コストの増加といったような

間接被害等については含まれておらず、いわゆる公共土木施設の被害の額につ

いて示したものでございます。 

 上のグラフを見ていただいてわかりますように、これは平成元年以降、今年

までの災害復旧事業費の推移を示したものですけれども、ご存じのとおり、平

成７年の阪神・淡路大震災で４,０００億円を超えるような被害がございました

が、本年はそれに次いで大きな被害ということになっております。 

 それから下の図は、今年の被害を災害別に示したものでございまして、港湾

関係につきましては台風１６号、１８号、それから１０月下旬の台風２３号、

赤い部分で示したところですけれども、これらの被害が大変大きくなっていま

す。 

 ４ページ目でございますが、港湾関係の被害が大きかった台風ということで、

１６号、１８号、２３号の主な被害について説明させていただきます。まず台

風１６号ですけれども、これは８月末に本土に上陸しました台風ですけれども、

高潮による大きな被害が発生したのが特徴でございました。香川県の高松港で

は、これまでの最高潮位を５０センチ上回るような、４.３６メートルという観

測史上最高の潮位を観測いたしておりまして、こちらの香川県をはじめといた

しまして、全国で４万７,０００戸に上ります家屋の床上・床下浸水が発生して

おります。また、大変残念なことではございましたけれども、港湾があります

地域の背後におきまして、高潮が原因と想定される死者ということで、高松で

はお二人の方、岡山県の倉敷市ではお一人の方が亡くなられております。 

 こういった被害状況に対しまして、私ども国土交通省といたしましても調査

が必要ということで、国土技術政策総合研究所や独立行政法人港湾空港技術研

究所から専門家を現地へ派遣したところでございます。この１６号の被害につ

いては、全国で１８４件で１７４億円という額でございました。 

 それから台風１８号ですが、広島で毎秒６０メートルを超す瞬間最大風速が

吹いたということで、風が非常に強い台風でございました。港湾関係につきま

しても、防波堤等で被害が起きておりますし、これも同じく床下・床上浸水等

の家屋被害も生じておりました。 

 これも同じく専門家等を現地へ派遣いたしまして、いろいろ調査をしており

ます。被害額等につきましては、全国２４９件、約２００億円を超えるような

被害がございました。 

 それから１０月に入りまして台風２３号、戦後最も大きい台風というふうに

言われておりましたが、これも波が非常に強かった台風でございまして、高知
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県の室津沖におきましては、港湾局が観測しております史上最大の有義波高、

１３.５５メートルが観測されました。有義波についてですが、波は不規則的に

来襲しますが、その個々の波を大きいほうから数え、３分の１の数の波の波高

の平均値です。これも新聞報道がされておりましたけれども、高知県の室戸市

におきましては、菜生海岸で堤防が倒壊したということで、３名の方がお亡く

なりになられております。港湾施設の被害については、全国で１６７件、１０

０億円を超す被害がございました。 

 ５ページでございますが、施設別の被害についてまとめております。まず左

側のグラフは、港湾施設における施設別のグラフでございまして、青い棒が被

害報告額、赤い折れ線が被害の件数を示したものでございます。ごらんいただ

いてわかりますように、防波堤が約３００億ということで、最も被害が大きく

なっています。それに続きまして、護岸あるいは廃棄物埋立護岸という被害が

大きくなっておりますし、また件数で見てみますと、浮き桟橋の被害が大変多

くなっています。 

 右側は海岸保全施設でございますけれども、護岸あるいは離岸堤といった施

設の被害がございました。 

 ６ページ目でございますが、ここからは個々の被害について簡単に説明させ

ていただきます。まず台風１６号でございますが、これは先ほど言いましたよ

うに、高潮の被害が大変大きかったものです。高松港付近の地図を示したもの

でございまして、赤い部分が浸水した箇所となっております。高松だけで、右

下にありますように１万５,０００戸の床下・床上浸水がございました。それか

ら赤い枠で囲っていますのが、先ほど言いました２人の方が亡くなられた場所

でございます。 

 この被害につきましては海岸保全施設、あるいは港湾管理者でございます香

川県とも連携いたしまして、今後どのように対策していくかということを検討

しているところでございます。 

 続きまして７ページでございますが、これは防波堤の被災状況ということで、

台風１８号によります函館港の島防波堤の被災事例でございます。延長約４０

０メートルにわたりまして、防波堤が滑動するなどの被災を受けました。真ん

中に示しておりますのが、音波を利用したマルチビーム測深器というもので観

測した海底の画像でございまして、高波によりほとんどの防波堤が右側手前、

港の内側のほうに倒壊しているのがわかるかと思います。この被災につきまし

ても、右下に書いておりますように、被災原因あるいは被災の復旧方法につき

まして、専門家を交えた委員会をつくりまして、検討をされているところであ

ります。 

 それから８ページでございますが、こちらは護岸あるいは岸壁の被災状況で
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ございます。一例といたしまして、台風１８号の広島港の廿日市地区の被災事

例でございまして、左下の図面は、高波によります護岸が倒壊した状況でござ

います。これにつきましては１０月１３日現在、矢板の打設等の仮復旧が終わ

ったところでございます。こういった護岸の崩壊によりまして、さらなる高波

の来襲により、背後の地区で被害が拡大することが懸念されておりました。 

 それから右上のほうですけれども、これは高波で直接被害を受けたというも

のではございませんけれども、船が横倒しになっているのがわかろうかと思い

ます。ロシア船が波によって岸壁に打ちつけられて、岸壁が被災したという事

例もございました。 

 それから９ページ目でございますが、廃棄物埋立護岸の被災事例ということ

で、台風１６号により神戸港の六甲アイランド沖の護岸が、左の写真に示しま

すように被災を受けており、護岸の上部に設置しましたブロックが倒壊すると

いったような被害を受けております。この廃棄物埋立護岸につきましては、周

辺の約２００市町村からの廃棄物を受け入れているわけでございますけれども、

一時的に処分に支障が発生いたしましたが、下の写真にありますように１０月

８日、仮復旧を完了いたしております。これも右にありますように、専門家を

交えた委員会で、被災原因ですとか復旧方法について検討をされているところ

でございます。 

 それから１０ページ目でございますが、これは浮き桟橋の被災事例でござい

ます。鹿児島県奄美大島の古仁屋港の浮き桟橋の被災事例でございまして、左

にありますように、浮き桟橋が被害を受けたわけでございますが、こちらは、

被害を受けたことによりまして、離島地区で島民の皆様方や、あるいは観光客

の皆様の足、運行に支障があったといったような事例が生じております。 

 それから１１ページ目でございますが、これは海岸堤防の被災事例でござい

まして、台風２３号により高知県の菜生海岸が被災した状況でございます。こ

ちらでは台風２３号の激しい高波により、海岸堤防が約３０メートルにわたり

まして倒壊いたしました。越波などにより、その背後の住宅家屋が崩壊いたし

まして、３名の方が亡くなられたということでございます。 

 右下の写真にありますように、１０月２４日に仮復旧を完了いたしまして、

こちらも専門家による委員会におきまして、今後の対策等について検討してい

るところでございます。また、その検討結果等を踏まえまして、全国の海岸施

設の点検も行う予定となっています。 

 １２ページ目でございますが、これまで説明させていただきましたように、

全国各地で被害が生じているということで、これも先ほどご説明申し上げまし

たが、研究所等の現地調査団を派遣いたしまして、高潮、高波の現象の詳細な

把握ですとか、被災原因の究明、それから被災の軽減対策について研究、調査
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を進めまして、年度内を目途に、その成果を取りまとめる方向で進めておりま

す。 

 １３ページ目でございますけれども、これまで今年の災害による事例を説明

させていただきました。前回、地震に強い港湾のあり方の中で、港湾の機能を

災害という観点から、上に書いていますように、ゲートウェイ機能、リダンダ

ンシー機能、臨海部防災拠点機能という３つの機能で整理させていただきまし

た。今年発生いたしました災害を見てみましても、これらの機能が発揮された

事例が幾つかあったということで、ここに挙げさせていただいております。 

 まずゲートウェイ機能ということでございます。新潟県中越地震につきまし

ては、港湾の施設そのものは被害がなかったわけでございますけれども、被災

地に向かうボランティアの方、あるいは逆に被災された方が、港湾を通しまし

てフェリーを利用するというような事例がありました。また、台風２１号では、

愛媛県の新居浜等で被害がございましたけれども、これも被災地に向かうボラ

ンティアの方のフェリー等の便宜が図れたということでございます。 

 それからリダンダンシー機能につきましては、まず（各災害）と書いていま

すけれども、岸壁ですとか桟橋が被災を受けたことによりまして、別の施設で

すとか港に、物流機能ですとか旅客輸送機能を代替として確保したような事例

がございました。 

 また新潟県中越地震におきましては、新潟のある工場で、陸上輸送ルートの

一部が寸断されたことにより、従来ですと陸上輸送により運んでいた荷物の一

部を、フェリーで代替して運んだといったような事例もございましたし、また

佐渡と結ぶフェリーの増便等で、観光ルートの確保といったようなことも事例

としてございました。 

 それから臨海部の防災拠点機能ですけれども、これも新潟県の中越地震にお

きまして、新潟港の西港地区の倉庫におきまして、一部の救援物資の保管等の

場所として使われたということでございます。 

 最後のページでございますけれども、今年発生いたしました災害によりまし

て、ハード的な被害以外にも情報収集ですとか、情報の発信についても幾つか

の課題がございました。 

 まず１つ目ですけれども、被害の情報収集におきましては、一部情報が錯綜

するというような課題がありました。いわゆる国、私どもの出先の事務所で収

集している情報と、県などの港湾管理者からいただく情報が錯綜するといった

ようなことがございまして、そういった面から言いますと、情報収集におきま

して、国と港湾管理者の役割分担を十分に検討しておく必要があると考えてお

ります。 

 それから２つ目ですけれども、港湾事務所や管理者では、監視用のカメラが
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設置されてございますけれども、現在のところ、動画の情報を集約するものが

なかなか構築できていないという状況になっておりますが、初動体制等を考え

る上でも、そういったものの活用を考えていく必要があるだろうということで

ございます。 

 それから３つ目ですけれども、いわゆる情報収集だけではございませんで、

今度は、集めた情報をうまく外部の関係機関へ発信する方法についても考えて

いく必要があります。例えば新潟県中越地震等では、県の港湾関係のところの

ホームページでは港湾関係の被害がなかったというようなことを、外部向けに

発信していたわけですけれども、そういった情報提供について、もう少し検討

していく必要があるだろうということでございます。 

 こういったことを含めまして、先ほどの事例等も含めて、次回の港湾分科会

に、地震に強い港湾のあり方ということをまとめさせていただきまして、ご報

告させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました件に関

しまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お願いいたしたいと思い

ます。 

 

委員 

 ネーミングの問題なんですけれども、地震と港湾との関係を考える上では、

当然のことながら港湾のハード面とソフト面、両方を考える必要があるわけで

ございまして、前半のイラスト、写真等を通じてご紹介いただいた部分はハー

ド面の問題であるのに対して、１３ページ、１４ページあたりはソフトの、港

湾の運営あるいは管理に関する問題ですね。 

 最初の見出しに戻っていきますと、地震に強い港湾というと、私のイメージ

だとハード面が強調されているように見えるんですが、その辺、何か工夫の余

地があるのではないでしょうか。もう少し、港づくりとか、そういう言葉で置

きかえるなり、副題をつけるとか、そういう方法があり得るのではという感想

が、第１点でございます。 

 それから第２点として、１４ページの今後の課題というところで、①の国と

港湾管理者の役割分担について、どのような役割分担の基準を考えていらっし

ゃるのか。とりわけ②の情報収集の義務、あるいは情報分析の義務が、国にあ

るのか地方にあるのか。さらには港湾管理者としての義務のみならず、海岸の

管理者としての自治体の義務というのもあると思いますが、その辺の振り分け
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をどのように考えておられるのか、お教えいただきたいと思います。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。２点についてご質問があったわけですが、事務局

のほうから。 

 

災害対策室長 

 まず第１点目につきまして、委員のご意見を参考にさせていただいて考えた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから２点目の役割分担でございますけれども、港湾につきましては、基

本的にはやはり港湾管理者が、第一義的には被害の情報ですとか復旧に当たる

べきと思いますし、また海岸については、海岸保全施設の海岸管理者がござい

ますので、そちらでやるべきかと思います。しかし、港湾以外のところで大き

な被害があったような場合には、港湾の被害状況ですとか、なかなか把握し切

れないといったことも十分考えられますでしょうし、私どもも整備局には、出

先に事務所がございますので、施設被害の情報収集に関しまして国と港湾管理

者の役割分担を考える必要があるというところです。直轄の事務所で負うべき

ものは、やはり事前に点検する施設の取り決め等が必要ではないかというふう

に思います。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。ほかに。 

 

委員 

 答申が３月にされるということですから、整理の意味と、私自身の疑問の点

も含めて、ちょっと申し上げたいと思います。 

 地震に強い港湾のあり方ということですけれども、ご説明の内容のほとんど

は台風被害でございまして、地震対策と台風対策というのが、必ずしも全部同

じ軌道であるとも思えません。ですから地震に強い港、あるいは台風にどう対

応するのかで対応は違うのと、プライオリティー付け、どこの港からやってい

くというのは必ず起きてくると思います。地震であれば発生の、俗に言われて

います科学的な可能性の大小だとか、あるいは被害が起きたときのライフライ

ンだとか、地域に与える影響度の大小だとか、いろいろメジャーがあると思う

のですが、ただ台風といった場合に、これがどういうことになるのでしょうか。 

やはり地震と台風被害と、災害という面でどちらも予防しなきゃいけないの

はわかるのですが、その辺のめり張りをおつけいただいたほうがいいのではと
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いうのが、第１点でございます。 

 それから第２点は、地震、台風を含めまして、地震に強い港湾というのは、

むしろ地震に対して、いかに強く予防できるかという見地、護岸だとか、岸壁

強度を強くする。しかしそれだけではなくて、ここに書いてございますように、

いかに被害を防ぐかということと、起きたときにいかに緊急に対応するかとい

うゲートウェイだとか、いろいろ書いてございます。それからさらに、地域社

会への救援活動に対する港の機能というふうにやっぱり分けて、めり張りをつ

けて整理をされたほうがいいのではないかなと、このように思います。 

 以上です。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。今の委員のご意見に対して、何か事務局から補足さ

れることはありますか。 

 

災害対策室長 

 参考にさせていただいてまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

分科会長 

 ほかにこの件についてご質問、ご意見、ございませんでしょうか。 

 

委員 

 今の委員のご意見とほぼ重なりますが、地震等で、もちろん岸壁とか防波堤

が壊れてならないのは当然のことですが、その背後の倉庫や上屋、あるいは臨

港道路、そういうものが壊れたらもちろん何にもならない。要は物流、ある意

味ではチェーンですから。今回、そういうものの写真がないので、あるいは幸

いそういう被害がなかったのかもしれませんけれども、ご検討いただくときに

は、そういうものもカバーしてご検討いただきたいと、このように思います。 

 以上、希望ですから、お答えは結構でございます。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。ほかに、この件について。 

 

委員 

 今度の台風の災害、何カ所か現地にも行ってきたんですけれども、港のつく

り方といいますか、例えば護岸のコーナーから水があふれているとか、防波堤

や護岸で、不揃いな低い箇所から水が浸水しているとか、そういう港湾のつく
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り方の問題というか、全部を統一して災害に強くするとか、あるいは陸域の第

一線ぐらいのところに頑丈な建物、倉庫などを頑丈にしておけば、背後は救わ

れたんじゃないかとか、そういう港湾全体の地域計画というものによって、も

う少し防災というのを、津波対策も同じだと思いますが、そういうことを少し

研究してもらいたいと思います。 

 

委員 

 被害について、公共関係だけだというふうに数字をお示しいただきましたが、

もうちょっと大くくりに、先ほど委員が言われたように、背後地の被害ですね、

例えば船の積み荷の被害、たとえば、保険会社が支払った金額とか、そういう

ものを同時につかんでいただくようにして、経済に対する損失みたいな話にな

るわけですから、それによってどれぐらいお金をかけて防災をすべきかという

ような、数値的な根拠もはっきりするのではないかと思いますので、そういう

つかみ方もぜひともしていただきたいと思います。 

 例えば輸出する自動車なんかは、飛んできた物が当たりますと、ガラスが割

れたりして、損保会社が支払ったりするということがあります。コンクリート

がはがれて、２０センチぐらいの物が飛んできまして、車に当たるんですね。

そのような被害もありますから、そういったこともつかんでいただくと大変い

いと思いますので、参考までに申し上げたいと思います。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。それでは、委員のほうから。 

 

委員 

 ２つ申し上げたいんですが、１つは、３月に答申ということだったんですが、

地震のほうは、今回、外力がまた神戸と違っているので、ほかの構造物、道路

とか鉄道とか、あわせて設計の考え方を検討する必要があるのか、あるいは外

力が違っても、今のままでいいというのもありますが、ほかとの関係で、３月

までにほんとうにそこまでできるのかというのが１点でございます。 

 それからもう１点は、室戸の防波堤の壊れ方や、あるいは今まで何回かご報

告があったと思いますが、老朽化しているということと災害の話を、どこかで

つなげておく必要があると思います。その辺も含めてやる必要があるんじゃな

いかというのが意見と、ほんとうに３月に間に合うかなということが気になり

ました。 

 

分科会長 
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 ありがとうございます。森地先生から外力評価と、さらに設計基準の見直し

が必要かどうかといったことも、他の部門と歩調は合っているのかということ

ですが。 

 

委員 

 土木学会で調査団を３つ出しております。１次、２次と、それから関東支部

から。その取りまとめを１２月末にするのですが、その後、もう少し解析して

からというのを３月末に。一応一つの区切りにしているんです。それで間に合

わないのは、その後続けるということです。また詳しくは、ご報告を申し上げ

ます。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。事務局のほうから、何か補足されることはあります

か。 

 

災害対策室長 

 最初の地震の外力等につきまして、今回、強い港湾のあり方という全体の大

枠の答申のような形でまとめさせていただきたいと思いますので、地震の外力

については、設計基準とかそういった話だと思いますので、それは別途検討し

ているようですので、また土木学会のほうのご報告等も聞かせていただきなが

らまとめていく方向だというふうに思います。 

 

環境・技術課長 

 今、新しい基準策定に向けた見直しの作業をやっておりまして、１７年度が

ちょうど作業の佳境になります。土木学会の成果等もまたちょうだいいたしま

して、反映させてまいりたいと思っております。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。それではこの件につきましては、後の議題の時間

の都合もございますので、一応打ち切らせていただきたいと思います。 

 

 

③ 環境部会の審議状況について 

 

分科会長  

次の議題に移りたいと思いますが、本日の議事の３番目でございます「環境



 14

部会の審議状況について」、ご報告をお願いいたしたいと思います。 

 

海洋環境対策官  

港湾分科会からの付託を受けまして、環境部会で審議していただいておりま

す今後の港湾環境政策の基本的な方向について、現在までの審議状況について、

中間的な報告をさせていただきます。 

 まずはお手元の資料２－１をごらんください。「環境部会の審議状況につい

て」というタイトルのものでございます。中をあけていただきまして、環境部

会の委員の名簿がございます。黒田先生を環境部会の部会長としまして、１４

名の先生方で構成しております。 

 次のページですけれども、調査・審議のスケジュールでございます。今年の

３月１９日の港湾分科会におきまして、今後の港湾局の環境政策の方向につい

て議論するために、環境部会の設置を承認いただきました。背景としましては

平成６年、１０年前ですが、港湾局でエコポート政策というものをまとめてお

ります。それをつくりましてから１０年たちましたので、新たな港湾局として

の環境政策について見直すというものでございます。 

 その後、国土交通大臣から交通政策審議会に今後の港湾の環境政策について

諮問をいたしました。それが港湾分科会、そして環境部会に付託されておりま

す。 

６月２９日に、第１回の環境部会を開きまして、これまで港湾局が行ってき

ました環境政策のレビューですとか、現在の港湾の環境の現況などについて、

データをお示しして、ご議論いただきました。 

 それから第２回、９月７日に環境部会を開いておりまして、資料２－２の１

ページ目のところに、答申の全体のスケルトンというものがございますが、こ

れから答申いただきます骨子についてご議論いただきました。最終的には、全

体で４章構成のものをつくろうということで、第１章は港湾環境政策の見直し

の必要性、今、どのような状況に置かれていて、なぜエコポートを見直さなけ

ればならないのかという背景などの整理でございます。それから第２章が、こ

れからやっていきます環境政策の基本理念、それから第３章が、今後の港湾環

境政策の基本的な方向ということで、第２章の基本理念を受けまして、もう少

し具体的に書いたものでございます。それから、最終的に第４章としまして、

具体的にいろいろやるべき施策を列挙するようなものでまとめたいと考えてお

りまして、９月の第２回の環境部会までには、この骨子についてご審議いただ

きました。 

 それから１１月９日、第３回の環境部会では、全体４章構成のうちの第１章

から第３章までについて文章化したものをつくりまして、それについてご審議
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をいただきました。 

 そういうことを踏まえまして、今日１１月２６日、現在までの作業状況につ

いて、この港湾分科会に、中間的なご報告をしたいと考えております。 

 それから今後の作業予定ですけれども、これから、第４章の具体的な方策に

ついてまとめていくために、関係者の方をお呼びしまして、港湾の環境につい

ての課題ですとか提言をいただいて、それを第４章に反映させていきたいと考

えております。先日の第３回の環境部会でも、港湾管理者としまして東京都、

それから干潟などの保全をやっておられる自然保護団体ということで、世界自

然保護基金ジャパン、ＷＷＦジャパンの方をお呼びして、ご意見を伺ったとこ

ろです。 

 今後ですけれども、１２月８日に第４回の部会を予定しておりまして、ここ

でも港湾管理者としまして川崎市、それからラムサール条約の事務局がスイス

にございまして、そこの方をお呼びして、主に湿地ですとか干潟などの保全に

ついてのご意見をいただきたいと思っています。それから海運会社、港湾の利

用者としまして、日本郵船の方に来ていただいて、ご意見を聞く予定でござい

ます。 

 それから第５回につきましては、関係者のヒアリングの続きとしまして、港

湾管理者として、特に瀬戸内海に面して、環境問題なども抱えている広島県と、

それから自然体験活動などをやっているＮＧＯの団体、それからリサイクルな

どについて取り組んでおられる企業ということで、太平洋セメントに来ていた

だいてお話を聞き、答申案のまとめの作業に向けてご審議いただきたいと思っ

ています。 

 それから、大まかに全体の答申の形ができた段階で、パブリックコメントと

いうことで、インターネットなどを利用して、一般の方から広く意見を聞くよ

うな作業も、２月ごろに予定しております。 

 最終的には、３月の６回目の環境部会で最終的な答申をいただきたいと考え

ております。 

 それでは資料２－２のほうで、中身について、主なところだけご説明をした

いと思います。 

 １ページ目が全体のスケルトンで、フローチャートで書いておりますけれど

も、先ほど申し上げましたように、全体で４章構成を考えておりまして、今の

ところ３章まで文章化しております。そこを３回目の環境部会まででご審議を

いただきました。これから第４章について肉づけをしていきたいと考えており

ます。 

 まず中身ですけれども、２ページから本文に入ります。字が多くて恐縮です

けど、ポイントだけ下線を引いておりますので、そういうところを中心にご説
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明したいと思います。第１章が「港湾環境政策の見直しの必要性」ということ

で、平成６年につくりましたエコポートから１０年たって、今、見直しの必要

性があるということで書いておりまして、中身としましては、５ページをお開

きいただきたいと思います。 

 ５ページの下のほうに（４）としまして、「港湾環境政策の新たな課題」とい

うことで３点、現状の問題点を書いております。１点が、①「環境問題の多様

化」でございます。近年、環境問題はますます広域化・グローバル化しており

まして、例えば地球の温暖化に伴う気候変動の問題や海面上昇の問題、外来生

物による生態系の被害など、環境問題自体が非常に広域化・グローバル化して

いるということ。 

 それから２つ目は、ダイオキシン類の化学物質が人体に及ぼす影響、土壌汚

染問題など、従来なかったような環境問題がどんどん顕在化しておりまして、

港湾局としても、新たに出てきた環境問題に対応する必要があるということで

す。 

 それから下のほうですけれども、例えば生態系、生物に対する問題一つを取

り上げましても、従来ですと、生態系への影響を軽減するというだけでよかっ

たのですが、最近ですと、例えば生物の種の保存とか生物多様性など、従来な

かったような観点の問題も出てきている。 

 それから６ページの上のほうですけれども、従来から港湾局が取り扱ってき

た環境問題の中でも、大気汚染については、特に大都市部でＮＯｘの大気汚染

の改善が進んでいない。それから水質で言いますと、閉鎖性海域の水質の問題

については、三大湾だけでなく有明海などにも広がっているということもござ

います。 

 それから、これまで国土交通省の港湾局が取り扱う環境問題というのは、水

環境の問題が主だったんですけれども、だんだん大気の問題も無視できなくな

ってきております。今年、海洋汚染防止法が改正されまして、船舶から出る排

出ガスの規制もこれからやっていくというふうなことがございまして、港湾局

として新たに大気問題への対応もする必要が出てきている。 

 それから廃棄物の問題で言いますと、従来は、港湾区域の中の埋立処分場で

適切に最終埋め立てをすればよかったというところが、それだけでなくて、循

環型社会をつくっていくという意味で、リサイクル法などもつくられておりま

して、港湾局がリサイクルに貢献していくというふうなことも必要になってき

ています。取り扱う環境問題が空間的に広がり、グローバル化し、１つのテー

マの中で見ても非常に深まっている。テーマ自体が多様化し、複雑化している

ということが、今置かれている状況の１点でございます。 

 それから２点目が、「従来の環境施策の限界」と書きましたけれども、これま
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でも港湾の整備をするときに、できるだけ自然環境への影響を避けるために、

アセスメントなどを行って対策を行ってきましたけれども、やはり長期的に、

全体的に見ると、自然環境の場を徐々に喪失してきたということは認めざるを

得ないという認識でございます。 

 それから、これまで港湾局がやってきました環境施策というのは、どちらか

というと環境問題が生じたときに、その汚染原因を取り除くというような対処

療法的なものが中心であったこともありますし、港湾局がやっている業務の中

も、物流は物流、環境は環境ということで、切り離されていたきらいもありま

して、総合的に取り組んでいくことが必要と考えております。 

 今後ですけれども、過去に喪失してきた自然環境を少しでも取り戻していく、

それから港湾のあらゆる機能の中に、環境配慮を取り込んでいくということが

大切だと考えております。 

 それから７ページですけれども、第３点目の現状認識としましては、「多様な

主体との合意形成」という問題がございます。これは港湾だけじゃなくて、今

公共事業はどれでも求められておりますけれども、現代のように人々の価値観

が多様化しておりますと、どんな公共事業を整備するに当たっても、いろいろ

意見が分かれるということがございます。それに対しては、十分な情報開示を

して、丁寧な合意形成をしていくことが重要だと考えております。 

 こういう３点を背景としまして、これからの新しい環境施策をつくっていき

たいと考えています。 

 ８ページからが今後の中身ですけれども、第２章としまして「基本理念」を

掲げております。我が国の港湾が、今後とも物流・産業・生活の場など、これ

まで担ってきた役割を果たしていくためには、環境と共生して豊かな環境を次

世代に継承していくことが重要で、持続可能性のあるような港湾の発展という

ことが重要だと考えております。 

 そのために、キャッチフレーズ的に書いていますけれど、３点、基本理念を

掲げておりまして、１点が「自然に優しいみなと」ということで、港湾の施設

整備や埋立てに当たって、自然環境への影響を低減するための対策、それから

自然環境を積極的に保全するということで、自然に優しい港をつくっていくと

いうのが１点目でございます。 

 それから２点目は、「都市と地球の環境に貢献するみなと」と書いております

けれども、港湾は、単に物流とか人流などの交通基盤というだけでなく、特に

日本の場合ですと、例えば廃棄物の処分の受入れですとかリサイクルの場であ

ったり、先ほどの議事にありましたような防災など、非常に広い役割を担って

おります。港湾の環境をよくするだけではなくて、港湾の環境を通じて、周り

の都市とか地球全体の環境をよくすることにお役に立つということで、「貢献す
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る」という言葉を書いていますけれども、周りの環境をよくするということに

ついても責任を果たしていきたいと考えています。 

 ３番目は、「市民とともに歩むみなと」と書いていますけれども、特に合意形

成などの面ですけれども、港湾行政のあらゆる局面で、市民や住民などいろい

ろな方と、どういう港の環境の姿がいいのかというイメージを共有していくこ

とが非常に重要だと考えていまして、３番目にこのようなキャッチフレーズを

掲げております。 

 第３章からが、今の３つのキャッチフレーズをもう少しブレークダウンして

書いておりますけれども、９ページ、第３章の（１）「多様化する環境への対応」

でございます。これは最初に、第１章の現状認識でも申し上げましたように、

港湾を取り巻く環境問題自体が非常に多様化・複雑化・広域化・深化しており

まして、そういうことに対して対応していく必要があるということが、（１）で

ございます。 

 それから（２）は、「良好な環境の積極的な再生・創出」と書きましたけれど

も、港湾の第一の役割というのは、物流とか人流などの交通基盤の拠点だとい

うことで、それは間違いないと思いますけれども、今後とも日本の港湾がその

役割を果たしていくためには、今後も開発整備が必要でしょうし、そのときに

自然環境への影響を最小化するという必要もございます。これまでの整備で、

自然環境の場をかなり喪失してきたことも確かですし、今後も環境上の制約が

一層大きくなっていくと考えられます。そういうことで、今後、我が国の港湾

が環境と共生して、持続可能性を持って発展するということが非常に不可欠だ

と考えておりまして、そのために港湾の開発・利用などと港湾の環境の保全、

この２つを車の両輪と考えて、双方に取り組んでいきたいと考えています。 

 港湾行政は環境はやらなくてもいいんじゃないか、物流だけをやっていれば

いいんじゃないかというご意見もあるんですけれども、そうではなくて、物流

や人流などの役割を担っていくためにも、環境対策をきちっととっていくべき

で、この２つが車の両輪だという考え方を、ここに述べております。 

 あと具体的に書いておりますけれども、自然環境の保全・再生・創出に取り

組んでいく。 

 それから９ページの下のほうですけれども、港湾のあらゆる機能に環境配慮

を取り込んで、総合的に取り組んでいくということで、１０ページですけれど

も、例えば防波堤の整備に当たって、防波堤は静穏度を確保するだけでいいと

いうのではなくて、生物の生息のしやすさなどを考慮するとか、それからクレ

ーンなどを整備するときにも、景観などにも配慮するというようなことで、港

湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込んでいきたいと考えております。 

 それから（３）が、３つ目のテーマです。合意形成の問題です。環境基準を



 19

満足していない場合に、環境基準を満足するということについては、どなたも

ご異論はないと思うんですけれども、よりよい環境をつくっていく、創造して

いこうとすると、人によってかなり考えにもばらつきがございます。 

 それから、もともと港湾とか沿岸域というのは、多様な主体が多様な目的で

利用しており、利用形態相互の利害関係もございます。現在のように、人の価

値観が非常に多様化している時代にあっては、あるべき港湾の環境の姿、イメ

ージを共有するというのは非常に難しいことではありますけれども、丁寧な合

意形成のプロセスを踏んでいくということで、「具体的には」と書いていますけ

れども、限られた人とだけ議論するんじゃなくて、幅広く議論する。それから、

事業の実施直前にではなくて、早目に構想・計画段階から議論する。それから、

施設をつくったらつくりっ放しではなくて、その後フォローアップをしていく。

それから部分的・局所的に検討するんじゃなくて、広域的・総合的に環境につ

いて検討すると。そういうことにも手間を惜しまずにプロセスを踏んでいくこ

とが重要だと考えております。 

 具体的には、１０ページの下のほうですけれども、多様な主体との連携とい

うことで、合意形成をきちっとやっていく。 

 １１ページですけれども、広域的・総合的な取り組みということで、１つの

港の環境問題を考えるときにも、その港だけを独立させて考えるのではなくて、

周辺の港とか周りの海、全体などとも連携をさせて対策をしていくというよう

な、広域的な取り組みをしていくということでございます。 

 それから③は、港湾施設のライフサイクルの各段階において、環境施策を実

施していくということで、構想・計画段階、設計・施工段階、供用・管理段階。

特に供用・管理段階につきましては、自然環境への影響というのは不確実性も

ございますので、施設をつくった後もモニタリングなどをし、当初の予測と乖

離がある場合には、柔軟な対応をしていくということ。 

 それから一番下ですけれども、廃止段階としまして、施設の機能が遊休化し

たようなものについては、もう一度自然に戻すということについても検討して

いきたい。 

 それから最後、１２ページですけれども、「市民開放の推進による良好な環境

の保全」ということで、今年からＳＯＬＡＳ対策で、港湾の保安対策をとるこ

とになっておりますけれども、一方では、港に人にたくさん来ていただくとい

うこと自体が、港湾の環境の保全にも役に立つという面もあります。そういう

ことで良好な環境を維持するために、市民が利用しやすく、市民の目が行き届

くようにすると、そのためにもにぎわいづくりをしていくことも大切と考えて

います。 

 ⑤が、環境のデータの蓄積とか技術開発の推進などで、まだ沿岸域の環境に
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ついてはデータも不十分なところが多いものですから、そういうものについて

の充実をさせていきたいということなどを書いております。 

 以上が、第３章までの主な考え方でございまして、これまでの環境部会でご

審議いただいているものです。まだちょっと後ろ向きで、もう少し積極的に書

いてもいいんじゃないのというようなご意見もございます。今後、第４章の具

体的な施策についてご審議していただきながら、最終的に、年度末までに全体

をもう一度取りまとめて、答申をいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。環境部会で練っていただきました基本的な方向に

ついてご説明がございましたが、これに関連しまして、ご意見あるいはご質問

がございましたら、お願いいたしたいと思います。 

 

委員 

「港湾の環境とは」と、港湾の環境を定義づけて進められています。そのな

かで今後、港湾の理解ということが、より良い環境を形成につながっていくと

いうことを考えると、今ご説明がありましたように、「良好な環境」に加え「美

しい」「活気のある」という港湾の魅力を打ち出す文面が必要であると思います。 

 一般的には、港湾景観が産業景観で「美しくない、汚い」とおっしゃるので

すが、今後、観光施策のひとつとしても産業を見せていく産業観光という視点

もございます。港湾の持つ特性をもっと特徴として打ち出していく必要がある

のではないかと思います。賑わいの空間、憩いの空間を市民に開かれた空間プ

ラスその地域産業を魅力あるものにすることが大切です。日本三景も海の景で

す。瀬戸内海、日本海、太平洋などの海岸線をとりかこむ地形が違いとして、

美しい景観を呈しています。 

 そのような内容を文面のなかに盛り込めないのでしょうか。基本理念のとこ

ろでも「自然に優しいみなとへ」というところで、環境が自然環境に配慮した

みなとを目指した内容ですが、自然環境を配慮したみなとを目指すならば自然

と施設・工作物の人工物との調和させることが大切だと思い、美しい港づくり

を進めることにより、港湾で働く人や住んでいる人、地域の人々の誇りがうま

れると思っています。 

 港湾景観形成と環境美化は概念が違いますが、整理整頓がよくなり、安全性

を確保できプラス効果も実際に生まれています。 

 

分科会長  
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ありがとうございました。今の委員のご意見に対して、事務局、何か補足は

ございますか。 

 

海洋環境対策官 

 特に書きましたのは、総合的に環境施策を取り込んでいく、あらゆる機能に

環境配慮を取り込んでいくというところです。委員がおっしゃっていた一部だ

と思いますけど、例えば物流のことを考えるときには、環境は置いておいて物

流だけを考えるというのではなくて、物流の施設にも環境のことを考える、産

業の施設についても、機能だけじゃなくて環境の配慮をするというようなこと

で、総合的にきれいな港をつくっていくということが大切かなと思っています。

その辺は取り入れて書いておりますけど、まだ不十分なところがございます。 

 

委員 

 市民に開かれたとみなとづくり、みなとまちづくりという観点からも、港湾

のもつ美しさ、美しい港湾を形成することに対しての意識づくりは必要です。 

周辺市街地の核になる港づくりというような点からもバリアーのない景観形

成は、必要不可欠だと思います。特に景観緑三法も制定されるなかで考えてい

かなければならないと思っています。 

 

海洋環境対策官 

 わかりました。もう少し改善させていただきます。 

 

分科会長  

再度、また部会でも機会がありますので、部会でもう一度検討していただき

たいと思います。あと、これに関連してご意見、ご質問はございませんでしょ

うか。 

 

委員 

 大変苦心された文章だなと思いますし、この文章を拝読いたしまして、どこ

がいかんというようなことは全くないのですが、ただそうは言いながら３６５

日、２４時間やっていますと、夜、こうこうと明かりをつけることがあります

ね。それからクレーンも、最近のパナマックスとかということになると、高い

クレーンを立てざるを得ないんですね。 

 要は、そういうこととのバランスも考えないといけないと思います。それを

どのように記述するのか、非常に難しい問題だなと思います。 

 海外では、２４時間荷役をやっていて、夜通し明るいからけしからんという
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ような声もあります。それからクレーンが、あれは高さ６０メートルぐらいあ

り、自然景観を壊すというような意見もあります。ですから、そこのバランス

をどうとるかというところが知恵の絞りどころかなと思いましたので、一言申

し上げました。もちろんお答えは結構です。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。ほかにご意見、委員、お願いします。 

 

委員 

 ８ページのところに、廃棄物、リサイクル云々、防災等まで、こういう言葉

があって、本文にも次のページに同じ文章が、しかも「従前から港湾行政が対

応してきた問題についても」と限定つきになってしまっているんですが、これ

も何度か申し上げている部分ですが、例えば大都市の神戸のような、ああいう

災害があったときに、港湾空間の空地は一体どういうふうに確保しておけばい

いのかとか、それから最近は随分よくなったと思いますが、防災計画を立てる

方々は、現状の施設を前提に防災計画をお立てになっていて、逆に港湾計画を

立てるときには、こういうのをつくりましょうというのが、まだリンクしてい

ないような印象も持っています。そういう意味では、イグザンプルとして申し

上げますが、防災ということ一つをとっても、もう少しブレークダウンした話

がないのかなということが、第１点でございます。 

 それから最後の１２ページのところに、これは環境の関係の答申ですから、

これでいいのかもわかりませんが、ここで書いてあるのは、港湾・海洋技術は

世界トップレベルで云々という格好で、前進するほうの問題と別に、今の技術

力が、事業量が減ったときにほんとうに維持できるのかという議論を、これま

た土木部会でやっておりますが、港湾についてはそういう問題はなくて、要す

るにもっと前向きの話だけで大丈夫なんですねと、これは念押しです。 

 それから最後は、さっき申し上げたことと絡みますので、これも環境のとこ

ろの問題ではないかもわかりませんが、老朽化とか、こういう問題が出てきた

ときに、老朽化の話は１１ページに、廃止するところでだけ入っていますが、

ここももう少し課題がたくさんあるような印象を受けました。ただ港湾全体の

話ですから、環境の中にそんなことまでを入れるのかどうかはお任せいたしま

す。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。今の森地委員のご意見に対して、事務局、何か補

足はございますか。 
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海洋環境対策官 

 港湾局の受け持っている業務の中で、防災というのは横断的なテーマであり、

環境も同じように横断的なテーマだと思います。今、委員に言われて気がつき

ましたけど、その横断的な環境の問題と防災の問題どうしのリンクが十分でな

くて、切り離されているというところもあります。もう少し環境と防災の関連

について、考えてみたいと思います。 

 それから技術力の話は、正直に申し上げて、あまり検討しておりません。 

 それから、施設の老朽化については、ここでは、例えばヨーロッパなどで、

埋め立てをしたところに、もう一度海水を入れて干潟に戻したりしているよう

なことがあるものですから、その辺を意識して書いています。インフラの老朽

化、メンテナンスをどうするかというような問題と環境の関連についても検討

してみたいと思います。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。ほかに、これに関してはご意見、ございませんでし

ょうか。 

 それでは、次の審議案件に移らせていただきたいと思います。 

 

 

④ 港湾計画について 

 大阪港 

 神戸港 

 

分科会長 

次は「港湾計画について」でございますが、本日は、一部変更の案件が７件

ございます。時間もかなり過ぎておりますので、効率的に議事を進めさせてい

ただくために、７件を３つに分けて、審議をそれぞれお願いしたいと思います。 

 まず大阪港及び神戸港について、最初の審議をしていただきたいと思います。

事務局からご説明のほどお願いします。 

 

港湾計画審査官 

 大阪港、神戸港の計画でございますが、プロジェクターにお示ししておりま

すように、スーパー中枢港湾プロジェクト関連でございます。まず大阪港の港

湾計画でございますが、お手元の資料３に、内容を記載しております。 

 表紙でございますが、中央部分にございますのが大阪港の南港でございまし



 24

て、真ん中にビル等が見えます。周りに港湾機能が張りついておりまして、赤

くなっているところがクレーンで、ここは１３メートルから１４メートルの岸

壁でございます。本日、対象になるのは、その左上に島が２つございますけれ

ども、北港と言われている部分でございます。 

 次のページをお願いいたします。左中ほどに「背景」と書いておりますけれ

ども、コンテナ船の大型化ということで、大阪港におきましても、資料の右の

中ほどに、大阪港利用船社の新造計画の一例ということで、ＥＶＥＲＧＲＥＥ

Ｎ社、ＨＡＮＪＩＮ社の計画を載せさせていただいております。６,５００～８,

０００ＴＥＵという大型船が計画されております。必要水深が１６メートルで

す。これ以外も各社、新造計画がございまして、最新鋭の大型コンテナ船を受

け入れる水深１６メートルの岸壁が求められております。 

 一方、大阪港におきましては、この背景の２つ目にもございますけれども、

いわゆる在来の貨物と呼ばれるものですが、アジアとの貿易を中心に堅調な伸

びをしておりまして、その対応も求められております。 

 １ページ、開いていただきまして、先ほど言いました北港のところに、新し

い高規格の岸壁を計画しております。今回、計画しております内容は、赤字で

書いております。具体的には、ここのＣ－１２と書いておりますバースを、最

大の船に対応する１５メートルから１６メートルの水深、延長が４００メート

ルのコンテナバースに計画を変更し、必要な泊地等を整備する。それに付随い

たしまして、隣に在来の標準的な１２メートルの岸壁を計画するものでござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。大規模地震対策施設計画ということで、国

際海上コンテナターミナルに関しましては、おおむね３割の耐震強化を図って

いこうということで進めております。今回、赤字で書いておりますＣ１１、Ｃ

１２の岸壁につきまして、耐震強化を図る計画に変更するという内容でござい

ます。 

 続きまして資料４で、神戸港の港湾計画の変更についてご説明させていただ

きます。 

 表紙を１ページめくっていただきまして、神戸港に関しましては、２つポイ

ントがございます。１点目が、高規格コンテナターミナルの形成に関する計画

変更で、緑色で丸く囲ったところでございます。もう一つは、従来のコンテナ

ターミナル跡地の利用転換に関する計画変更でございまして、赤で丸く囲って

いるところでございます。 

 １ページ開いていただきまして、まず高規格コンテナターミナルの形成につ

いてでございますけれども、スーパー中枢港湾として指定されております阪神

港、ポートアイランドの２期地区に関する計画変更でございます。図面左上に
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赤で線を入れているところが、今回の計画変更対象でございまして、ここが次

世代高規格コンテナターミナルの形成に取り組むところでございます。 

 神戸港におきましても、先ほど申しました最大水深１６メートルが必要な、

最新鋭の大型コンテナ船に対応できるように位置づけるもので、具体的には、

ここはＰＣ１６から１８についてコンテナバース及び関連の水域施設を、水深

１５ｍ～１６ｍの計画に変更するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。六甲アイランド地区でございます。今回の

計画変更の対象は、左上にＲＣ７と書いておりますコンテナターミナルでござ

います。ＲＣ７は現在、水深１４メートルの施設でございますけれども、利用

しているコンテナ船が大型化していることから、増深の要請が出ております。

このため、現在のバース及び水域施設を、１４メートルから１５メートルに増

深する計画に変更するというものでございます。 

 次のページをお願いいたします。ここからは、従来、コンテナターミナルと

して扱っていたところの利用転換、跡利用についてでございます。ポートアイ

ランド地区の、左上の図面で赤く塗っているところが、今回、計画変更をする

ところでございます。このポートアイランド地区においては、従来、１２メー

トルのコンテナターミナルであったわけですけれども、今申し上げたような大

型化をすることによって、沖に展開していくということから、昨年７月の港湾

分科会におきまして、コンテナターミナルから他の機能に利用転換をする方針

が示されております。そのとき、土地利用の方向性がまだ未定の部分が残され

ておりましたけれども、今回、具体化の方向が決まったことから、計画変更す

るものでございます。 

 まずＰＣ４、５の水際線でございますけれども、中古車等の輸出が神戸港で

も増加しておりまして、これに対応した岸壁とするということでございます。 

 お手元の図の右上に、変更前の計画と変更後の計画がかいております。 

 それからＰＣ３のところでございます。隣接するＰＣ１、２、この図でいく

と上側でございますけれども、ここは既に都市機能用地等に変更しているとこ

ろでございますけれども、大学等の進出が決定しておりまして、このＰＣ３に

つきましては、これらと一体になった都市的な利用が図れる地区ということで、

土地利用の変更を行うものでございます。 

 次のページをお願いいたします。摩耶埠頭地区でございます。摩耶埠頭地区

は、神戸港初のコンテナターミナルとして利用されておりましたけれども、こ

こにつきましても、コンテナターミナルが沖合に展開していっているというこ

とから、他の機能への利用転換を図るものでございます。都市部に非常に近い、

あるいは高速道路のネットワークとダイレクトにアクセスできるなど、物流拠

点として非常に好立地な条件を備えているということから、新たな物流拠点と
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しての展開が期待されているところでございます。 

 今回は、流通加工施設の立地の要請があることから、一部、赤で書いており

ます土地利用を、ふ頭用地から港湾関連用地に変えるものでございます。なお、

ここの利用形態については、今後検討の見直しが必要な地区ということで、今

後、詳細にはペンディングとしております。 

 次のページをお願いいたします。神戸港におきましても、大阪港と一緒で大

規模地震対策施設計画ということで、おおむね３割確保するということから、

ＰＣ１７及びＰＣ１８を耐震強化岸壁として位置づけるものでございます。 

 以上、２港について説明を終わります。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。それでは、大阪港及び神戸港の港湾計画につきま

してご質問、ご意見がございましたら、お願いいたしたいと思います。 

 

委員 

 意見を申し上げたいと思います。ただいまの大阪港、神戸港の説明の冒頭に、

イントロとしてありましたスパ中構想は、たびたび議論されておりますように、

我が国港湾の再生を図る、一言で言えば、国際競争力をアップするということ

で、そのためには選択と集中、そしてハードとソフトをまぜてやると。具体的

には、先ほどご紹介がありましたように、大阪港の夢洲、神戸港のポーアイ２

期だということで、多くの関係者が１年以上にわたって議論されてきたことで、

大変すばらしい計画で、国のほうでは、ご紹介がありましたように、３０％減

を目指して国の政策を立てていく。 

 それから一方、民と言いましょうか、３６４日、２４時間やるように努める

ということで、現に今日までやってきたということで、官民挙げて実現させ、

我が国の港湾に再び輝きを取り戻そうという計画だというように評価しており

ます。 

 そういう観点から見ますと、神戸の計画で、ポートアイランド沖にも、六甲

にも拡充する。ここでは、施設計画で見る限りでありますが、右にも左にもあ

るというように、本来、国がこういうことでやろうとしていた計画から見て、

どうしても理解しがたいということであります。 

 個々の計画というのは、やはりそのときの国の政策を姿で具現するものであ

ると理解しております。このような右にも左にもつくるということであれば、

国が掲げてきたスパ中構想は一体何だというようなことで、熱意が問われるの

ではないかということであります。そういう意味で、この計画はなかなか理解

しがたいと感じるわけであります。 
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 スパ中構想を構想として訴えた以上、それがあいまいな形にならないように、

明確に前進する。そのためにも計画は、それが忠実に反映されたものであるべ

きじゃないかということであります。 

 以上、意見を申し上げました。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。事務局から何かございますか。 

 

港湾計画審査官 

 今、ご指摘のあったとおり、選択と集中ということでスーパー中枢港湾に取

り組んできております。先ほど説明いたしましたけれども、今のところ、世界

で最大級、最前線とされているコンテナ船は、１６メートルの施設で受けるよ

うなものとなっております。この最前線、最先端で国際競争力に勝っていかな

いといけないということから、先ほどご指摘のように、ハード、ソフトを含め、

官民挙げて取り組んでいこうということが、施策の最大のねらいでございます。 

 そういう意味でいけば、ここのポートアイランドの２期地区、ご指摘のよう

に、次世代高規格コンテナターミナルの導入を図る部分という位置づけでござ

います。 

 一方で、すべてのコンテナの貨物が、そのような最大の船型で運んでいるわ

けでもございません。当然、国際競争力というのは、最前線のところで勝って

いかないとということでウエートは非常に高いわけですけれども、一方、かな

りの部分がまだ従来のもの、あるいはそれのもう少し大きいものということで

運んでいることも現実でございます。 

 そういうことで、個別に必要なものについても、当然状況を踏まえてではご

ざいますけれども、対応していく必要があるというように考えております。 

 基本的な考え方は、以上でございます。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。ほかに神戸港、大阪港に関連しましてご質問、ご意

見はございませんか。 

 

委員 

 個々に需要があれば、どんどんやっていくというような具合に聞こえるわけ

なんです。やはり部分最適、その部分だけを見れば、それが確かに必要かもし

れない。そしてそれが最適かもしれない。そういう部分最適をのんべんだらり

とやっていていいのかというのが、スーパー中枢港湾の理念だったと思うんで
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すね。もちろん、１００％そのとおり、すべていくばかりとは限らないと思い

ますけれども、部分最適を、その都度ごとに需要があるからということでやっ

ていたのでは、適当な言葉とは言えませんが、ばらまき投資になってしまうん

じゃないか。そういうことを私は言っているわけなんです。 

 計画というのは、やはり国が掲げた政策を、ある意味では姿で示すわけなん

ですね。来年度予算では、スーパー中枢港湾を最大の柱に掲げていると聞いて

いて、またそうでなきゃいかんと思っているわけなんですが、この時期に、部

分最適を追求したとしか思えない、右にも左にもということが、理解できない

と申し上げているわけなんです。私の言おうとしていることがおわかりいただ

けるかどうかはわかりませんが、そのように考えているということを再度申し

上げたいと思います。 

 

港湾計画審査官 

 ご指摘の部分最適ということは、厳に戒めないといけないというふうに考え

ております。先ほど申したのは、基本的な考え方に乗って、全体として総合的

にバランスをとっているのがどういう計画かということで、確かに今、国が最

大限政策のプライオリティーを置いているのはスーパー中枢港湾で、現に計画

でも位置づけ、これは実施の部分ですけれども、予算要求もしていくという動

きをしております。 

 ただそこが、先ほど申し上げたような基本的な考え方で、それ以外はオール・

オア・ナッシングで、一切手をつけないということではございません。総合的

に考えて、基本的なところは、スパ中であれば思い切った投資をしていく。た

だ現状のところは、例えば現状の改善でとめておこう。これは投資の、次の計

画の後の考え方だと思いますけれども、計画としては、こういう必要性を国と

しても考えておりますし、基本的な考え方は先ほど申したとおりでございます。 

 また、これは計画から離れて、次の実施の段階に移っていくのですが、そこ

でもいつの段階で、どういう順番で投資をしていくかというのは、また議論に

なると思っております。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。 

 

計画課長 

 今、実施という話も出ましたので、若干補足的に状況のご説明を申し上げた

いと思います。神戸港につきましては、大阪港とともに阪神港ということで、

スーパー中枢港湾に指定をさせていただいております。その際には、具体的に
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どこのターミナルを次世代の高規格のターミナルとして育成をしていくのかと

いう議論がございまして、その際、神戸港においてはポートアイランドの２期

地区等のコンテナターミナル、大阪港につきましては夢洲のターミナルという

ことでございました。そういう流れの中で、具体的に大阪、神戸の、今申し上

げましたターミナルにつきまして、岸壁の新設、あるいは岸壁背後の荷役機械、

さらにまた情報システム等々、さまざまな施設につきまして、具体的に平成１

７年度に予算要求をしたということがございます。 

 そういう中で、今回の神戸港の六甲アイランドの計画でございますが、これ

はもちろん現在、中長期をにらんだ計画でございますので、具体的な予算要求

という意味での実施のステージにはまだ入っていないということでございます。 

 そういう中で、実は今話題になっておりますポートアイランド２期地区、あ

るいはまた六甲アイランドを含めまして、神戸港全体のコンテナターミナルの

整備・運営のあり方について議論を始めております。これは神戸港のみならず、

全国主要なコンテナを取り扱っております港につきまして議論をしているわけ

でございますけれども、とりわけ神戸港につきましては、早急に将来の方向を

描こうということで、目下、鋭意議論を進めているということでございます。 

 したがいまして、神戸港の将来のコンテナターミナルの整備・運営のあり方

につきましては、こういった議論を踏まえ、あるいはまた国際的にも東アジア、

中国を中心としてコンテナ貨物の取り扱いの状況、輸送状況というものが大き

く変化しておりますので、こういったさまざまな背景を踏まえて、将来の神戸

港におきますコンテナターミナルのあり方について検討していくことが必要で

はないかと、私どもも感じております。 

 

分科会長 

 ありがとうございます。特に、最近の東アジアを中心とする基幹航路では、

平野委員が一番よくご存じだろうと思いますが、マーケットの変動が大変激し

くて、私が調べた限りでも、２年ぐらい前までは供給過剰気味であったのが、

今ではもう既に供給不足というような形になっていて、先ほどご説明がありま

したように、船社はどんどん大型船を発注しているという状況でございますし、

また近隣のアジア諸港でも大規模ターミナルをどんどん整備している。間もな

く、上海の沖の洋山も１７メートルといったような大水深バースが稼働し始め

るということで、特にコンテナ輸送市場は、注意深く見守っていきながら、し

かもマーケットの変化にある意味では素早く対応しながら政策を練っていかな

いと、大きな間違いを犯すというところが私はあると思います。そういう意味

で、きょうの大阪、神戸港のスーパー中枢港湾の一部の政策としての増深計画

も、最近の情勢を踏まえたら大変重要な施策であろうと思いますし、また先ほ
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ど事務局よりご説明がありましたように、国土交通省の中でも神戸港の、特に

コンテナターミナルのあり方については、今継続的な議論がされているという

お話でございますが、そのことも勘案して、ご審議を賜りたいというふうに思

います。 

 まだ大阪港のほうはご質問が出ていませんが、大阪港、神戸港を一括して審

議してございますので、両方のご意見がございましたら、再度お願いいたした

いと思います。 

 

委員 

 私は神戸港のことを言っているわけではなくて、神戸港が、国が掲げておら

れるスパ中構想から見たら、右向け左でおかしいんじゃないかということで申

し上げているのであって、そういう意味で、スーパー中枢港湾を全力を挙げて

実施しなきゃいけない、そこから見ておかしいのではということを申し上げて

いるわけです。今、事務局のほうから、中長期的にやるんだからというお話が

ありましたが、それを逆にとりますと、スーパー中枢港湾関係は短期にという

か、ぱっとやるという意味だということで、時間差があるということを言って

おられると私は思います。 

 そういうことで、私の発言の趣旨が誤解されたのではまずいということが１

つと、それから事務局の話をそのように理解しましたということで、発言させ

ていただきました。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。ほかに大阪港、神戸港の港湾計画に関連しまして、

ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 ないようですので、答申案についてお諮りを申し上げたいと思います。答申

案でございますが、大阪港につきまして、「答申。大阪港。国土交通大臣に提出

された大阪港の港湾計画については、適当である」。さらに神戸港に関連しまし

ては、「国土交通大臣に提出された神戸港の港湾計画については、適当である。

なお、スーパー中枢港湾政策の進展を踏まえつつ対応するものとする」という

ような、神戸港と大阪港に対しては、答申文案が異なりますが、こういう答申

でよろしいでしょうか。ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

分科会長 

 ありがとうございます。ご異議がないようですので、答申案のとおりとさせ

ていただきたいと思います。 
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仙台塩釜港 

直江津港 

常陸那珂港 

 

分科会長 

 それでは引き続きまして、次の３港、仙台塩釜港、直江津港、常陸那珂港の

港湾計画につきまして、事務局からご説明を賜りたいと思います。まず３港合

わせて、ご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

港湾計画審査官 

 大変重要な議論をありがとうございました。では、ご説明させていただきた

いと思います。 

 パワーポイントのほうに挙げておりますのが、耐震強化岸壁の整備状況、丸

が書いているところが計画があるところで、白丸のところが、もう既に実施さ

れているというところです。全体としては５０％程度、若干進捗がおくれてい

るというような状況でございます。仙台塩釜港、直江津港につきましては、こ

の耐震強化岸壁についてでございます。 

 それではお手元の資料５、仙台塩釜港でございますけれども、ご承知のよう

に仙台塩釜港は、仙台が後背地だということで、大変貨物が増えております。

１ページをめくっていただきまして、赤丸で書いておりますところが、現在、

耐震強化岸壁を計画している雷神１号というふ頭でございます。ここは、当時

計画した倍近い貨物量を扱わざるを得ないという、非常に稠密に利用されてい

るということから、使いながらの工事というのが困難になっております。 

 次のページをお願いいたします。一方で、仙台塩釜港では、まだ耐震強化岸

壁が１つも整備されていない、早くしないといかんということで、今回、右の

ほうに赤丸で書いております高松木材ふ頭岸壁、比較的利用頻度が少ないこと

から、現実的にここで位置づけたいということでございます。 

 具体的には、次のページに港湾計画図がございますが、現在、１２メートル

の岸壁がございますけれども、それに耐震強化をする。あわせて耐震強化した

岸壁に道路をつなぐというものでございます。 

 続きまして直江津港でございますが、資料６でございます。直江津港は、新

潟県に位置する港で、平成２年に北海道、平成８年に博多と定期フェリーが開

設され、フェリーネットワーク上でも重要な拠点となっております。 

 次のページをお願いいたします。直江津港では新規貨物の増大、リサイクル
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関連の輸出の増加や、アルミニウムのインゴットの輸入の増加という新たなも

のがございます。それから、耐震強化岸壁を早期に整備したいという２点でご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。現在の計画では、右の図で緑色に塗ってい

る「フェリー」の東３号岸壁というところが耐震強化岸壁に位置づけられてお

りますけれども、先ほど申しましたフェリーが、当時計画したよりさらにネッ

トワークが広がり、現在では、常にフェリー２隻同時着岸ということで、なか

なか施工ができない状況でございます。 

 一方、先ほど申し上げましたリサイクル関連、既存の岸壁のあいているとこ

ろにばらばらと置いているということで、次のページでございますけれども、

右側の下が今回計画でございます。７.５メートルの既存岸壁を改良いたしまし

て、１０メートルの岸壁にし、かつここを耐震強化岸壁とするという計画でご

ざいます。 

 引き続きまして、資料７の常陸那珂港でございます。常陸那珂港はご承知の

ように、東京湾及び首都圏における物流の混雑解消ということで計画された港

でございまして、平成１０年から港が機能しております。現在では、４００万

トン近くの貨物を扱う港に展開してきております。 

 次のページをお願いします。今回の計画のポイントは、内貿ユニットロード

貨物量が急激に増加していると。具体的には、北海道と結ぶＲＯＲＯ船が、時

間、料金の優位性から急激に増加しており、現在では積み残しの荷物が出るよ

うな状況になってきているということで、船会社のほうでは、船舶の大型化を

図って対応したいということでございます。 

 次のページをお願いいたします。上の左が既定計画で、右側の赤く線を入れ

ているところでございますけれども、現在の計画では、水深７.５メートルの岸

壁を２バース計画しておりますけれども、ここを９メートルの岸壁１バースに

変更して、対応したいというものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

分科会長 

 ありがとうございました。それでは、ただいまご説明のございました仙台塩

釜港、直江津港、及び常陸那珂港の港湾計画につきまして、ご意見、ご質問を

賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

 特にご意見、ご質問はございませんか。 

 ないようですので、答申案についてお諮りを申し上げたいと思います。 

 まず、仙台塩釜港でございます。「国土交通大臣に提出された仙台塩釜港の港

湾計画については、適当である」。 
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 それから直江津港でございますが、「答申。国土交通大臣に提出された直江津

港の港湾計画については、適当である」。 

 さらに常陸那珂港でございますが、「答申。国土交通大臣に提出された常陸那

珂港の港湾計画については、適当である」。 

 以上の答申でご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

分科会長 

 ありがとうございます。ご異議がないようですので、答申案どおりの答申を

させていただきたいと思います。 

 

 

長崎港 

石狩湾新港 

  

分科会長 

それでは最後、残っております長崎港及び石狩湾新港の港湾計画につきまし

て、事務局から一括してご説明をお願いいたしたいと思います。 

 

港湾計画審査官 

 資料８の長崎港の資料をお願いいたします。まず表紙の写真でございます。

長崎港は天然の良港でございまして、非常に広範囲な幅広い港でございますが、

今回の対象は、左上のふ頭でございます。 

 ページをおめくりください。今回、小ヶ倉柳ふ頭というふ頭でございまして、

長崎港では唯一の公共の外貿ふ頭でございます。コンテナも取り扱い、またバ

ルクで、ちょうど対面に三菱重工がございますので、そのプラント類の輸出な

ど、活発な荷動きになっております。 

 建設後４０年近くたっておりまして、一部の岸壁ではハラミ出しだとか、構

造上問題が出てきているという点、それから旧来のふ頭でございますので、ど

うしても用地が足りないという問題がございます。 

 次のページをお願いいたします。既定計画は左側でございますけれども、土

井首地区と赤く塗っているところでございますが、ここに新たなふ頭を計画し

ておりました。しかし、なかなか投資が大きい、あるいは地元の了承が得られ

ないということから、今回計画で、既存の施設を有効利用して、抱える問題を

解決していこうということで、用地不足を一部前出しし、古い施設を囲ってし

まうということで、計画したものでございます。 
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 続きまして、資料９をお願いいたします。石狩湾新港の一部変更でございま

す。石狩湾新港につきましても、札幌に最も近い港と、中心部から約１５キロ

ということで、札幌圏の物流の拠点として、新たに昭和５０年代に供用を開始

したところでございますけれども、現在、３００万トン強というところに成長

してきております。 

 ２ページ目をお願いいたします。今回の計画は、右上に既定計画と書いてお

りますように、１４メートルの岸壁を、現在整備中でございます。この岸壁は

多目的ふ頭で、いろんな貨物を扱うということで計画しておりました。 

 主な荷主さんがチップだとか原木というものを扱うということでございます

が、量が多いメーンユーザーがチップを扱われるということで、かなり大きな

船で持ってまいりますので、ここに揚げたときに、このふ頭用地でストックヤ

ードとしても使いたいということで、それが存在すると、なかなかほかの荷物

が扱えないということから、今回計画のようにふ頭用地を広げて、長期間使う

ものはそちらのほうに置いて、ほかの荷物が扱えるようにするという形態に変

更するものでございます。 

 以上でございます。 

 

分科会長 

 それでは、ただいまご説明いただきました長崎港及び石狩湾新港の港湾計画

の一部変更につきまして、ご討議をお願いしたいと思います。 

 

委員  

長崎の件について、ちょっと質問をさせてください。前で見る限りは工費も

安くなって非常にいいと思うんですけれども、例えばマイナス面ですね、背後

地が少ないとか、陸へのアクセスが大分悪くなるとかといったことは、きちっ

と検討されているのでしょうか。 

 

港湾計画審査官 

 資料８の３ページ目、当然、既定計画のように、非常に広くスペースがとれ

れば、それにこしたことはないんですが、現状に比べて今回計画は、背後用地

が相当広がります。それから、貨物量もがんがん増えているという状況ではご

ざいませんので、岸壁の延長も、基本的には現在と変わりません。 

 そういうことで、発生交通量が大幅に増えるということではないので、一応

現状のことで対応できる。横にまた新しい道路を抜くという計画もつくってお

ります。これは、状況を見て実施ということになろうと思います。 
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委員 

 ありがとうございます。 

 

分科会長 

 ほかにご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 特にご意見、ご質問等がございませんようですから、答申案の審議に移らせ

ていただきたいと思います。 

 まず長崎港でございますが、「答申。国土交通大臣に提出された長崎港の港湾

計画については、適当である」。 

 さらに、石狩湾新港でございます。「答申。国土交通大臣に提出された石狩湾

新港の港湾計画については、適当である」。 

 以上の答申文案でご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

分科会長 

 ありがとうございます。ご異議がないということでございますので、答申案

どおりとさせていただきたいと思います。 

 以上で、本日の審議事項は終了いたしました。事務局に進行をお返しいたし

ますので、その他事項等がございましたら、お願いいたしたいと思います。 

 

管理課長 

 本日は、長時間のご審議、どうもありがとうございました。 

 最後に、次回の日程でございますが、第１３回の港湾分科会につきましては、

来年の３月２２日火曜日、午後１時半から開催をさせていただきたいというふ

うに存じております。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、本日の港湾分科会を閉会とさせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

 

 

閉  会 

 


